
① 認証保育所 ② 企業主導型保育施設

電話番号 電話番号

下連雀3-34-22 3F 井の頭2-7-9 2F

0422-49-5818 0422-29-9755

下連雀3-45-16 2F 中原4-34-22

0422-26-9270 0422-24-8035

下連雀3-34-13 2F 北野4-8-40

0422-71-5030 03-6279-6185

下連雀7-1-26 2F 新川6-3-10 1F

0422-44-4880 0422-90-3905

下連雀3-24-3 2F 下連雀3-20-9 1F 2

0422-70-2622 0422-77-7775 (企業枠)

新川4-11-17 上連雀1-1-5 1F

0422-24-2151 0422-38-7189

下連雀3-22-10 2F 上連雀1-1-3 1F

0422-24-7175 0422-38-8017

下連雀5-5-1 2F 下連雀4-17-12 2F

0422-45-2202 0422-24-9050

下連雀3-16-16 大沢4-10-5

0422-26-5691 0422-30-5873

下連雀2-13-21

※１　ポピンズナーサリースクール三鷹は令和9年3月末で閉園します。 0422-26-6639

※5月22日時点の状況のため、既に欠員が埋まっている可能性があります。最新の状況は各園にお問い合わせ下さい。
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〇 認証保育所・企業主導型保育施設の欠員状況（令和8年6月1日現在）

施設名

所在地
欠員状況（人）

施設名

所在地
欠員状況（人）

０歳 １歳 ２歳
３歳
以上

０歳 １歳 ２歳
３歳
以上

0 0 0

1



  【対象施設】

 ・東京都認証保育所

 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設

  【助成額】

制度の詳細は、子ども育成課保育施設係にお問い合わせいただくか、三鷹市ホームページをご覧ください。

                                                                               ＜問い合わせ先＞ 子ども育成課保育施設係  0422-29-9672  ＜問い合わせ先＞ 子ども育成課保育施設係  0422-29-9672 ＜三鷹市ホームページ＞

〇 認可外保育施設利用助成金のご案内

  三鷹市では、保育の必要性があり認可外保育施設（下記対象施設）に児童を預けている保護者に対し、基本保育料を助成しています。

※助成金は施設に支払った基本保育料を上限とします。 

■ 東京都認証保育所・認可外保育施設（企業主導型保育施設を除く） 

クラス年齢 区分 補助内容 月額上限助成額 

０～２歳児 
生活保護・市民税非課税世帯 

認証保育所の保育料の上限額を基準として、 
無償化給付（42,000 円）との差額を補助 

38,000 円 

市民税課税世帯 認証保育所の保育料の上限額を基準として補助 80,000 円 

３～５歳児 全世帯 
認証保育所の保育料の上限額を基準として、 
無償化給付（37,000 円）との差額を補助 

40,000 円 

■ 企業主導型保育施設 

クラス年齢 区分 補助内容 月額上限助成額 

０歳児 市民税課税世帯 企業主導型保育施設の利用者負担相当額を補助 37,100 円 

１～２歳児 市民税課税世帯 企業主導型保育施設の利用者負担相当額を補助 37,000 円 

企業主導型保育施設在園児の０～２歳児の生活保護世帯・市民税非課税世帯及び３～５歳児は別途無償化給付により利用者負担相当額が補填されるため、対象外です。 


